


に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

｡

附

則

こ
の
規
則
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

三
重
県
人
事
委
員
会
は､

新
た
な
再
任
用
制
度
の
実
施
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き､

三
重
県
人
事
委
員

会
規
則
六－

八

(
新
た
な
再
任
用
制
度
の
実
施
に
伴
う
関
係
人
事
委
員
会
規
則
の
整
備
に
関
す
る
人
事
委
員
会
規
則)

を
こ
こ
に
公

布
し
ま
す

｡

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

古

市

直

巳

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
六－
八

(

新
た
な
再
任
用
制
度
の
実
施
に
伴
う
関
係
人
事
委
員
会
規
則
の
整
備
に
関
す
る
人
事
委

員
会
規
則)

(

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七－

二

(
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

｢

第
十
四
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
四
条
第
三
項｣

に
改
め
る

｡

第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し､

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

｡

(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算)

第
十
七
条

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二

項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
条
例
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は､

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
つ
て
当
該
職
員
の
給
料
月
額
と
す
る

｡

(

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七－

四

(

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
二
十
九
条
第
二
項
中

｢

第
一
号｣

の
下
に

｢

｡

以
下

｢

勤
務
時
間
条
例｣

と
い
う

｡｣

を
加
え､

同
条
第
三
項
中

｢

前
二
項｣

を

｢

前
三
項｣

に
改
め､

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し､

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

３

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
に
規

定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
対
す
る
月
額
手
当
の
額
は､

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
当
該
月
額
手
当
の
額
に
乗
じ
て
得
た

額

(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は､

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

と
す
る

｡

(

職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
三
条

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七－

八

(

職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
三
条
第
二
項
中

｢

第
七
条
の
二｣

を

｢

第
七
条
の
三｣

に
改
め
る

｡

第
七
条
の
二
を
第
七
条
の
三
と
し､

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

｡

(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
係
る
通
勤
手
当
の
減
額)

第
七
条
の
二

条
例
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は､

平
均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数

が
十
回
に
満
た
な
い
職
員
と
し､

同
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は､

百
分
の
五
十
と
す
る

｡

(

職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
四
条

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七－

一
二

(

職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
二
条
中

｢

得
た
額｣

の
下
に

｢(

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又

は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て､

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は､

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)
｣

を
加
え
る

｡

(

職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
五
条

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七－

一
六

(

職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る

｡

第
二
条
第
二
号
中

｢(

臨
時
又
は
非
常
勤
で
あ
る
者
を
除
く

｡)
｣

を

｢

で
あ
つ
て
臨
時
又
は
非
常
勤
の
職
員

(

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

の
職
を
占
め
る
職
員

(

以
下

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

と
い
う

｡)

そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
者
を
除
く

｡)

以
外
の

職
員｣

に
改
め､

同
条
第
三
号
中

｢

な
つ
た
者｣

の
下
に

｢
(

非
常
勤
で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は､

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
そ
の

他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る

｡)
｣

を
加
え
る

｡
第
四
条
中

｢

非
常
勤
の
職
員｣

の
下
に

｢(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く

｡)｣

を
加
え
る

｡
第
四
条
の
三
及
び
第
四
条
の
四
中

｢

第
二
十
一
条
第
四
項｣

を

｢

第
二
十
一
条
第
五
項｣

に
改
め
る

｡

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡
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第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条

第
一
項
第
一
号

第
六
条
第
一
項
第
一
号

第
八
条

第
七
条

(

勤
勉
手
当)

第
十
三
条

成
績
率
は､

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て､

当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
の
範
囲
内
で､

任
命
権
者
が

定
め
る
も
の
と
す
る

｡

一

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項､

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員

(

次
号
に
お
い
て

｢

再
任
用
職
員｣

と
い
う

｡)

以
外
の
職
員

百
分
の
百
二
十

二

再
任
用
職
員

百
分
の
六
十

(

調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
六
条

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七－

二
三

(

調
整
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
三
条
中

｢

同
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項｣

を

｢

条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項｣

に
改
め
る

｡

(

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
七
条

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
九－
〇

(

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
二
条
中
第
三
号
を
削
り､

第
四
号
を
第
三
号
と
し､

第
五
号
を
削
る

｡

第
五
条
第
一
項
中

｢

及
び
再
任
用
職
員
を
異
動
さ
せ
る
場
合

(

条
例
第
三
条
た
だ
し
書
の
職
に
あ
る
再
任
用
職
員
を
年
齢
六
十

年
を
定
年
と
さ
れ
て
い
る
職
に
異
動
さ
せ
る
場
合
を
除
く

｡)｣

を
削
り､

同
条
第
二
項
中

｢

前
段｣

を
削
る

｡

第
六
条
を
削
り､

第
七
条
中

｢

各
号
の
一｣

を

｢
各
号
の
い
ず
れ
か｣

に､

｢

､

第
六
号
又
は
第
十
号｣

を

｢

又
は
第
六
号｣

に
改
め､

同
条
中
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
削
り､

同
条
を
第
六
条
と
す
る

｡

第
八
条
中

｢

第
四
号
様
式｣

を

｢

第
三
号
様
式｣

に
改
め､

｢
､

並
び
に
前
年
五
月
一
日
以
後
の
一
年
間
に
お
け
る
再
任
用
及

び
再
任
用
の
任
期
の
更
新
の
状
況
を
再
任
用
及
び
再
任
用
の
任
期
更
新
状
況
報
告
書

(

第
五
号
様
式)

に
よ
り｣

を
削
り､

同
条

を
第
七
条
と
し､

第
九
条
を
第
八
条
と
す
る

｡

附
則
第
二
項
の
表
中

｢

第
四
号｣

を

｢

第
三
号｣

に
改
め､

第
二
条
第
三
号
及
び
第
五
号
の
項
を
削
り､

｢
｢

を

に
改
め
る

｡

｣
｣

第
三
号
様
式
を
削
り､

第
四
号
様
式
中

｢第
４
号
様
式
｣

を

｢第
４
号
様
式
(第
７
条
関
係
)｣
に､

｢第
８
条
｣

を

｢第
７

条
｣

に
改
め､

同
様
式
を
第
三
号
様
式
と
し､

第
五
号
様
式
を
削
る

｡

(

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
八
条

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
一
二－

九

(

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
一
条
及
び
第
二
条
中

｢

第
二
条
第
二
項
第
一
号｣

を

｢

第
二
条
第
二
項
第
三
号｣

に
改
め
る

｡

(

職
員
の
勤
務
時
間､

休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
九
条

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三－

二

(

職
員
の
勤
務
時
間､

休
暇
等
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中

｢

八
時
間｣

の
下
に

｢
(

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

｡

以
下

｢

法｣

と
い
う

｡)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員

(

以

下

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

と
い
う

｡)

に
あ
っ
て
は､

当
該
職
員
の
条
例
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
四
週
間
ご
と
の
期

間
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
当
該
期
間
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
時
間)｣

を
加
え
る

｡

第
五
条
第
一
項
中

｢

第
四
条｣

を

｢

第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け､

同
条｣

に
改
め
る

｡

第
八
条
の
見
出
し
を
削
り､

同
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

日
数

(｣

の
下
に

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は､

そ
の
者

の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し､

人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
日
数

｡｣

を
加
え､

同
項
第
二
号
中

｢

日
数

(｣

の
下
に

｢

こ
の
号
に

掲
げ
る
職
員
が
再
任
用
職
員

(

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項､

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う

｡

第
四
項
に
お
い
て
同
じ

｡)

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は､

そ
の
者
の
勤
務

時
間
等
を
考
慮
し､

人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
日
数)

と
し､

｣

を
加
え､

｢

基
本
日
数)

｣

を

｢

基
本
日
数｣

に
改
め､

同

条
第
四
項
中

｢

得
た
日
数

(｣

の
下
に

｢

同
号
に
掲
げ
る
職
員
が
再
任
用
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は､

そ
の
者
の
勤
務
時
間

等
を
考
慮
し､

人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
日
数)

と
し､｣

を
加
え､

｢

基
本
日
数)｣

を

｢

基
本
日
数｣

に
改
め､

同
条
を
第

八
条
の
三
と
し､

同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る

｡

(

年
次
有
給
休
暇)

第
八
条

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
は､

二
十
日
に
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
一
週

間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数

(

一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤

務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
職
員
に
あ
っ
て
は､

百
六
十
時
間
に
条
例
第
三
条
第
二
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
再
任
用
短
時
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間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
四
十
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を､

八
時
間
を
一
日
と
し
て
日
に
換
算
し
て

得
た
日
数

(

一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は､

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数))

と
す
る

｡

た
だ
し､

そ
の
日
数
が
労

働
基
準
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号)

第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
付
与
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
日
数
を
下
回

る
場
合
に
は､

同
条
の
規
定
に
よ
り
付
与
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
日
数
と
す
る

｡

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず､

年
の
途
中
に
お
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の

日
数
は､

そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し､

人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
日
数
と
す
る

｡

第
八
条
の
二

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず､

労
働
基
準
法
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
継
続
勤
務
年
数
の
計

算
に
当
た
り
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
後
の
勤
務
が
退
職
以
前
の
勤
務

と
継
続
す
る
も
の
と
さ
れ
る
者
の
当
該
採
用
さ
れ
た
年
に
お
け
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は､

当
該
採
用
後
の
勤
務
と
退
職
以

前
の
勤
務
と
が
継
続
す
る
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
日
数
と
す
る

｡

第
十
三
条
第
一
項
中

｢

一
時
間｣
の
下
に

｢
(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は､

一
日
又
は
一
時
間
と
す
る

｡)｣

を
加

え､

同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し､

第
二
項
を
第
三
項
と
し､

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず､

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間

の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
単
位
は､

一
時
間
と
す
る

｡

別
表
第
一
中

｢

第
八
条｣

を

｢

第
八
条
の
三｣

に
改
め
る

｡

附

則

こ
の
規
則
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

人
事
委
規
則

教
育
委

三
重
県
人
事
委
員
会
及
び
三
重
県
教
育
委
員
会
は､

公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
年
三
重
県
条
例
第
十
号)

及
び
公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間､

休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年
三
重
県
条
例
第
二
号)

の
規
定
に
基
づ
き､

新
た
な
再
任

用
制
度
の
実
施
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

古

市

直

巳

三
重
県
教
育
委
員
会
委
員
長

中

井

良

宏

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則

新
た
な
再
任
用
制
度
の
実
施
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

(

公
立
学
校
職
員
の
給
料
お
よ
び
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

公
立
学
校
職
員
の
給
料
お
よ
び
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
年
三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
一
条
の
三
第
二
項
中

｢

得
た
額｣

の
下
に

｢(

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

｡

以
下

｢

地
公
法｣

と
い
う

｡)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員

(

以
下

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

と
い
う

｡)

に
あ
つ
て
は､

そ
の
額
に
公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間､

休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平

成
七
年
三
重
県
条
例
第
二
号

｡

以
下

｢

勤
務
時
間
条
例｣

と
い
う

｡)

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は､

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額))｣

を
加
え
る

｡

第
五
条
第
一
項
中

｢

公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間､

休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年
三
重
県
条
例
第
二
号

｡

以
下

｢

勤
務

時
間
条
例｣

と
い
う

｡)｣

を

｢

勤
務
時
間
条
例｣

に
改
め
る

｡

第
七
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)｣

を

｢

地
公
法｣

に
改
め
る

｡

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

２

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て､

条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
教
職
調
整
額
に
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は､

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
つ
て
当
該
職
員
の
教
職
調
整
額
と
す
る

｡

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

｢

第
十
八
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
八
条
第
三
項｣

に
改
め
る

｡

第
十
三
条
の
三
第
一
項
中

｢

得
た
額｣

の
下
に

｢(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て､

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は､

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)｣

を
加
え
る

｡

第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し､

第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

｡
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(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算)

第
十
九
条

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て､

条
例
第
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は､

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
つ
て
当
該
職
員
の
給
料
月
額
と
す
る

｡

(

公
立
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

公
立
学
校
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
五
年
三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る

｡

第
三
条
第
二
項
中

｢
第
八
条
の
二｣

を

｢

第
八
条
の
三｣

に
改
め
る

｡

第
八
条
の
二
を
第
八
条
の
三
と
し､

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

｡

(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
係
る
通
勤
手
当
の
減
額)

第
八
条
の
二

条
例
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は､

平
均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
が
十
回
に
満

た
な
い
職
員
と
し､

同
号
の
規
則
で
定
め
る
割
合
は､

百
分
の
五
十
と
す
る

｡

(

公
立
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
三
条

公
立
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
年
三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

｡

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

３

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
に
規

定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員

(

以
下

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

と
い
う

｡)

に
対
す
る
前
項
第
一
号
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は､

同
号
中

｢

九
千
二
百
円｣

と
あ
る
の
は

｢

九
千
二
百
円
に
公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間､

休
暇
等
に
関

す
る
条
例

(

平
成
七
年
三
重
県
条
例
第
二
号)

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

(

以
下

｢

勤
務
割
合｣

と
い
う

｡)
を
乗
じ
て
得
た
額

(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は､

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

｣

と
す
る

｡

第
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

３

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は､

同
項
中

｢

九
千
二
百
円｣

と
あ
る
の
は

｢

九
千
二

百
円
に
勤
務
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は､

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

｣

と
す

る

｡

第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

４

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は､

同
項
中

｢

五
千
円｣

と
あ
る
の
は

｢
五
千
円
に
勤

務
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

(

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は､

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

｣
と
す
る

｡

(

公
立
学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
四
条

公
立
学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号)
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
二
条
第
二
号
中

｢

ま
た
は｣

を

｢

又
は｣

に､

｢(

臨
時
職
員
で
あ
る
者
を
除
く

｡)｣

を

｢

で
あ
つ
て､

臨
時
又
は
非
常
勤

の
職
員

(

法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員

(

以
下

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

と
い
う

｡)

そ
の
他
県
委
員
会
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
者
を
除
く

｡)

以
外
の
職
員｣

に､

同
条
第
三
号
中

｢

を
除
く｣

を

｢

に
あ
つ
て
は､

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
そ
の
他
県
委
員
会
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て

定
め
る
者
に
限
る｣

に
改
め
る

｡

第
四
条
中

｢

職
員｣

の
下
に

｢

又
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

を
加
え
る

｡

第
四
条
の
二
中

｢

第
二
十
三
条
第
四
項｣

を

｢

第
二
十
三
条
第
五
項｣

に
改
め
る

｡

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

(

勤
勉
手
当
の
成
績
率)

第
十
三
条

成
績
率
は､

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て､

当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
の
範
囲
内
で､

県
委
員
会
が

定
め
る
も
の
と
す
る

｡

一

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項､

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員

(

次
号
に
お
い
て

｢

再
任
用
職
員｣

と
い
う

｡)

以
外
の
職
員

百
分
の
四
十
以
上
百
分
の
九
十
以
下

二

再
任
用
職
員

百
分
の
六
十
以
内

(

公
立
学
校
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
五
条

公
立
学
校
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
年
三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号)

の
一
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部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
三
条
中

｢

各
号
に
掲
げ
る
額｣

の
下
に

｢
(

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

｡

以
下

｢

地
公
法｣

と
い
う

｡)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て

は､

そ
の
額
に
公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間､

休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年
三
重
県
条
例
第
二
号)

第
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し､

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は､

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

｣

を
加
え､

同
条
第
一
号
中

｢

中
学
校､

小
学
校

教
育
職
給
料
表｣
を

｢
中
学
校
・
小
学
校
教
育
職
給
料
表｣

に､

｢

､

そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給｣

を

｢

当
該

職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
そ
の
級
の
最
高
の
号
給､

地
公
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項､

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第

二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
と
す
る｣

に
改
め
る

｡

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡
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職員
の区
分

職務の級

号給
１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

再任
用職
員以
外の
職員

１
２
３
４
５

６
７
８
９
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36

円
－
5,000
5,200
5,400
5,600

5,900
6,200
6,500
6,800
7,100

7,400
7,700
8,000
8,300
8,600

8,800
9,100
9,400
9,700
9,900

10,200
10,400
10,600
10,800
11,000

11,200
11,400
11,500
11,600
11,700

11,900
12,000
12,100

円
－
5,400
5,700
6,000
6,300

6,600
7,000
7,300
7,600
7,900

8,300
8,900
9,300
9,700
10,500

10,900
11,300
12,100
12,500
12,900

13,300
13,700
14,000
14,400
14,700

15,000
15,400
15,700
16,000
16,300

16,500
16,800
17,000
17,200
17,400

17,600

円
9,400
9,800
10,700
11,100
11,500

12,400
12,800
13,200
13,600
14,000

14,400
14,800
15,100
15,500
15,900

16,300
16,700
17,100
17,400
17,700

18,000
18,300
18,500
18,700
18,900

19,100

円
15,000
15,400
15,800
16,300
16,700

17,100
17,500
17,900
18,300
18,700

19,000
19,400
19,600
19,900
20,200

再任
用職
員

8,000 9,700 12,800 16,300

備考 １ この表の ｢再任用職員｣ とは､ 地公法第28条の４第１項､ 第28条の５第１項又は第28条の６第１

項若しくは第２項の規定により採用された職員をいう｡

２ この表の ｢再任用職員以外の職員｣ とは､ 職員のうち再任用職員以外の職員をいう｡

別表第一 (第三条関係)

中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける者

平 成 13 年 ３ 月 30 日 三 重 県 公 報 号 外 ( 7 )



職員
の区
分

職務の級

号給
１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

再任
用職
員以
外の
職員

１
２
３
４
５

６
７
８
９
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

円
－
5,000
5,200
5,400
5,600

5,900
6,200
6,500
6,800
7,100

7,400
7,700
8,000
8,300
8,600

8,800
9,100
9,400
9,700
9,900

10,200
10,400
10,600
10,800
11,000

11,200
11,400
11,500
11,600
11,700

11,900
12,000
12,100
12,300
12,400

12,500
12,600
12,800
12,900
13,000

円
－
6,300
6,600
7,000
7,300

7,600
7,900
8,300
8,900
9,300

9,700
10,500
10,900
11,300
12,100

12,500
12,900
13,300
13,700
14,000

14,400
14,700
15,000
15,400
15,700

16,000
16,300
16,500
16,800
17,000

17,200
17,400
17,600

円
11,100
11,500
12,400
12,800
13,200

13,600
14,000
14,400
14,800
15,100

15,500
15,900
16,300
16,700
17,100

17,400
17,700
18,000
18,300
18,500

18,700
18,900
19,100

円
15,000
15,400
15,800
16,300
16,700

17,100
17,500
17,900
18,300
18,700

19,000
19,400
19,600
19,900
20,200

再任
用職
員

8,000 9,700 12,800 16,300

備考 １ この表の ｢再任用職員｣ とは､ 地公法第28条の４第１項､ 第28条の５第１項又は第28条の６第１

項若しくは第２項の規定により採用された職員をいう｡

２ この表の ｢再任用職員以外の職員｣ とは､ 職員のうち再任用職員以外の職員をいう｡

別表第二 (第三条関係)

高等学校等教育職給料表の適用を受ける者

平 成 13 年 ３ 月 30 日 三 重 県 公 報 号 外( 8 )



(

公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間､

休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
六
条

公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間､

休
暇
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
七
年
三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
六
条
第
一
項
中

｢

第
四
条｣

を

｢

第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け､

同
条｣

に
改
め
る

｡

第
九
条
の
見
出
し
を
削
り､

同
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

日
数

(｣

の
下
に

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は､

そ
の
者

の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し､

県
委
員
会
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
日
数

｡｣

を
加
え､

同
項
第
二
号
中

｢

日
数

(｣

の

下
に

｢

こ
の
号
に
掲
げ
る
職
員
が
再
任
用
職
員

(

地
公
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項､

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八

条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う

｡

第
四
項
に
お
い
て
同
じ

｡)

で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は､

そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し､

県
委
員
会
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
日
数
と
し､｣

を
加
え､

同
条
第
四

項
中

｢

日
数

(｣

の
下
に

｢

同
号
に
掲
げ
る
職
員
が
再
任
用
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は､

そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し､

県
委
員
会
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
日
数)

と
し､｣

を
加
え､

｢

基
本
日
数)

｣

を

｢

基
本
日
数｣

に
改
め､

同
条

を
第
九
条
の
三
と
し､

同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る

｡

(

年
次
有
給
休
暇)

第
九
条

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
日
数
は､

二
十
日
に
地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

六
十
一
号

｡

以
下

｢

地
公
法｣

と
い
う

｡)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤

務
の
職
を
占
め
る
職
員

(

以
下

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣
と
い
う

｡)

の
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
五
日
で
除
し
て
得

た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数

(

一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
職
員
に

あ
っ
て
は､

百
六
十
時
間
に
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
四
十

時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数
を､

八
時
間
を
一
日
と
し
て
日
に
換
算
し
て
得
た
日
数

(

一
日
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は､

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数)

)

と
す
る

｡

た
だ
し､

そ
の
日
数
が
労
働
基
準
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律

第
四
十
九
号)

第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
付
与
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
日
数
を
下
回
る
場
合
に
は､

同
条
の
規
定
に
よ

り
付
与
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
日
数
と
す
る

｡

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず､

年
の
途
中
に
お
い
て
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の

日
数
は､

そ
の
者
の
勤
務
時
間
等
を
考
慮
し､

県
委
員
会
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
日
数
と
す
る

｡

第
九
条
の
二

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず､

労
働
基
準
法
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
継
続
勤
務
年
数
の
計

算
に
当
た
り
地
公
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
後
の
勤
務
が
退
職
以
前
の

勤
務
と
継
続
す
る
も
の
と
さ
れ
る
者
の
当
該
採
用
さ
れ
た
年
に
お
け
る
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は､

当
該
採
用
後
の
勤
務
と
退

職
以
前
の
勤
務
と
が
継
続
す
る
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
お
け
る
日
数
と
す
る

｡

第
十
五
条
第
一
項
中

｢

一
時
間｣

の
下
に

｢
(

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は､

一
日
又
は
一
時
間)｣
を
加
え､

同

条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し､

第
三
項
を
第
四
項
と
し､

第
二
項
を
第
三
項
と
し､

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず､

第
九
条
に
規
定
す
る
一
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間

数
が
同
一
で
な
い
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
単
位
は､

一
時
間
と
す
る

｡

別
表
第
一
中

｢

第
九
条｣

を

｢

第
九
条
の
三｣

に
改
め
る
｡

附

則

１

こ
の
規
則
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
第
八
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
同
条
中

｢

十
回｣

と
あ
る
の
は

｢

十
一
回｣

と
す
る

｡

人
事
委
告
示

三
重
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

職
員
の
選
考
の
実
施
に
関
す
る
権
限
の
一
部
委
任

(

昭
和
三
十
二
年
三
重
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す

｡

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

古

市

直

巳

二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

二

委
任
す
る
事
項

非
常
勤
の
職
へ
の
採
用
の
選
考

平
成
13
年
３
月
30
日

三
重

県
公

報
号

外
(
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再

任

用

一 般

氏 名

三重県�に再任用する

�を命ずる

○○職○級を給する

任期は 年 月 日までとする

再任用短時間勤務職員の場合は､ �､ �又は�の

末尾に､ 当該職員の１週間当たりの通常の勤務時

間の内容を ｢(週○○時間勤務)｣ と記入するとと

もに､ 任期の期間の次に当該職員の通常の勤務時

間の内容 (始業及び終業の時刻､ 休憩時間等を含

む｡) を記入する｡

教 員

氏 名

三重県公立学校職員に再任用する

県立看護大学�を命ずる

教育職○級を給する

任期は 年 月 日までとする

現 業

氏 名

�に再任用する

�を命ずる○○○○勤務を命ずる

現業職○級を給する

任期は 年 月 日までとする

任期の更新
(職名) 氏 名

再任用の任期を 年 月 日まで更新する

任期の定めの

ない職員

(職名) 氏 名

任期の定めのない職員となつた

任期の満了

(職名) 氏 名

再任用の任期の満了により 年 月 日限り退

職

任

期

付

の

採

用

第１号任期付

研究員

氏 名

三重県�に任命する

�を命ずる (地方公共団体の一般職の任期付研

究員の採用等に関する法律第３条第１項第１号

による)

○号給を給する

任期は 年 月 日までとする

第２号任期付

研究員

氏 名

三重県�に任命する

�を命ずる (地方公共団体の一般職の任期付研

究員の採用等に関する法律第３条第１項第２号

による)

○号給を給する

任期は 年 月 日までとする

任期の更新
(職名) 氏 名

任期を 年 月 日まで更新する

任期の満了
(職名) 氏 名

任期の満了により 年 月 日限り退職

訓 令

三重県訓令第７号

庁 中 一 般

地 域 機 関

職員任免事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定めます｡

平成13年３月30日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭

職員任免事務取扱規程の一部を改正する訓令

職員任免事務取扱規程 (昭和40年三重県訓令第７号) の一部を次のように改正する｡

第１条中 ｢非常勤職員｣ の次に ｢(法第28条の５第１項及び第28条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占

める職員 (以下 ｢再任用短時間勤務職員｣ という｡) を除く｡)｣ を加える｡

別表採用の部教員の項中 ｢看護短期大学｣ を ｢看護大学｣ に改め､ 同表採用の部現業の項中 ｢○号給｣ を ｢○

級○号給｣ に､ ｢技術員又は技能員｣ を ｢､ 総括技術員､ 主任技術員又は技術員｣ に改め､ 同表再任用の部を次

のように改める｡
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別表兼職 (務) の部特別の職名を必要とする職の兼職の項中 ｢�｣ を ｢カ｣ に改める｡

附 則

この訓令は､ 平成13年４月１日から施行する｡

三重県訓令第８号

庁 中 一 般

地 域 機 関

三重県職員の服務に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定めます｡

平成13年３月30日

三 重 県 知 事 北 川 正 恭

三重県職員の服務に関する訓令の一部を改正する訓令

三重県職員の服務に関する訓令 (昭和55年三重県訓令第７号) の一部を次のように改正する｡

第11条第１項に次のただし書を加える｡

ただし､ 法第28条の５第１項及び第28条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員の勤務時間､ 休

憩時間及び休息時間は､ 午前８時30分から午後５時15分までの間で知事が別に定める｡

第８号様式に備考として次のように加える｡

備考 三重県休暇決裁システムを利用する場合には､ 様式の一部を変更することができる｡

附 則

この訓令は､ 平成13年４月１日から施行する｡
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